
 

 

 

 

 

１ コンクールの概要 

(1) 応募資格 

県内の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校（小学部・中学部）に在籍する児童・生徒

（2） テーマ 

     「楽しく食べよう」  

あなたのイメージする「楽しい食事」を思い浮かべながら図画・ポスターに表現してみましょう。 

（3） 作品の規格等 

・ ４ツ切サイズ、又はＢ３判（515mm×364mm）の画用紙   

・ なお、小学校低学年は、８ツ切サイズ、Ａ３判        

（420mm×297mm）、Ｂ４判（364mm×257mm）も可     

・ 小学校低学年を除き、作品にテーマの標語を必ず表記  

２ 応募締切 

令和３年９月 30日（木）  

３ 表彰式 

令和３年 11月 13日（土） 盛岡市内で開催する        

岩手県食育推進県民大会において実施予定 

 

 

【応募・問合せ先】 

岩手県 県民くらしの安全課 食の安全安心担当 

〒０２０‐８５７０ 盛岡市内丸１０‐１ 電話：０１９－６２９－５２７０  メール：AC0009＠ｐｒｅｆ．ｉｗａｔｅ．ｊｐ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度最優秀作品 

盛岡市立仁王小学校 髙橋 光凜さんの作品 

 



 

新型コロナウイルス感染症に係る生活衛生関係営業者向け特別相談窓口等について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の生活衛生関係営業者の経営に影響が懸念され

ることから、公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターでは、特別相談窓口を設置していま

す。 

（事業名：令和３年度生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業） 

 

１ 実施機関 

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター（以下「指導センター」という。） 

 

２ 対象者 

県内の生活衛生関係営業者 

 

３ 特別相談窓口 

指導センターにおいて、生活衛生関係営業者向けの特別相談窓口を設置し、申込者からの相

談内容に合わせて専門家を派遣します。 

専門家派遣を希望される方は、指導センターホームページ（※ 以下のリンク先）に掲載し

た、別紙１「専門家派遣申込書」に必要事項を記入の上、指導センターへ提出してください。

指導センターで相談内容を確認し、日程を調整の上、専門家を派遣します。 

※１ 専門家の派遣にかかる費用は指導センターが負担します。 

※２ １事業者２回までとします。 

 

４ その他 

専門家派遣のほか、県内の経営特別相談員や指導センター経営指導員がフォロー等相談対応

を行いますので、お気軽に指導センターへお問い合わせください。 

 

５ お問い合わせ先 

公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センター 

〒020-0883 岩手県盛岡市志家町 3番 13号（岩手県美容会館内） 

 電話：019-624-6642 

ファクス：019-654-2741 

電子メール:iwatecenter@seiei.or.jp 

    ホームページ：http://www.seiei.or.jp/iwate/ 

 

 

 

 

 

http://www.seiei.or.jp/iwate/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お問合せ先 消防安全課 県民安全担当（電話：019-629-5266） 
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県では若年者の消費生活の被害を防止・解決するため、専門的知識を有する弁護士から若年者

等が直接助言を受けられる専用の相談電話「まてふぉん」を設置しています。 

インターネット利用上の電子契約に関する相談や金融商品に関する相談、詐欺的な利殖商法に

関する相談など直接電話で相談できます。 

開催日：毎月２回原則として第１、第３木曜日 

時間：16：30～18：00 

 弁護士に相談するべきか悩む場合は、県民生活センター消費生活相談電話 019-624-2209まで 

事前にご相談ください。 


